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～宝珠花神社の富士塚の移転～118118
ほうしゅばな

●世帯数　114,368世帯　●人口　228,610人（前月比188人減）
� 男▶113,018人　女▶115,592人

春日部市の世帯数と人口
（1/1現在）

市公式ソーシャルメディア 安心安全情報メール「かすかべ」
市では、防災、防犯、火災、
子育て、行政、気象情報な
どに関する情報をメールで
配信しています。

防災行政無線
放送内容は、フリーダイヤル
（ 0120-899-300）
で確認できます（直近の内容のみ）。
�問危機管理防災課（�TEL048-739-6830）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

市公式魅力発信メディア

※世帯数・人口の集計方法が変更になったため、発行月の2カ月前の数値が掲載されるようになりました。最新の情報は市�WEBで

岩
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谷市長の行動記録

問 シティセールス広報課
（ TEL 048 - 796-5985）

山
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々華 大使
　1/11の「令和8年 二十歳を祝う会」で、
ゲストとして参加し、オープニングイベン
トで歌唱をおこない、参加者へのお祝い
メッセージを伝えました。

　また、ビビる大
お お き

木大使、山
やまざき

崎 弘
ひろなり

也大使か
ら、それぞれお祝い動画をいただきました。

災害時避難行動要支援者避難支援制度
�問 �問危機管理防災課（ TEL 048-739-6830）

　災害が発生したときに自力で避難すること
が困難で避難の支援が必要な人に対して、地
域の人の協力を速やかに行えるようにするた
め、災害時避難行動要支援者避難支援制度を
導入しています。
対象者
▶身体障害者手帳1級～3級で、下肢、体幹機
能、移動機能、視覚、聴覚、呼吸器機能のいず
れかの障がいがある人
▶療育手帳、ⒶまたはAを所持している人
▶精神保健福祉手帳1級を所持している人
▶市の生活支援を受けている難病患者
▶要介護3以上の認定を受けている人
▶その他、市長が必要と認める人
届け出方法
　「春日部市避難行動要支援者名簿登録申請
書兼個別避難計画届出書」を受付窓口に提出。

様式は、市 WEB 、または受付窓口で
受付窓口
▶市役所4階危機管理防災課、2階障がい者支
援課・介護保険課・高齢者支援課・健康課、第二
庁舎2階福祉総務課
▶庄和総合支所2階福祉・健康保険担当

※届出にあたっては、あらかじめ避難支援者からの承諾を得てください。

支援が必要な人

春日部市 2
名簿の提供

1※
届出の提出

避難支援関係者
自治会　　自主防災組織
民生委員　社会福祉協議会
消防機関　警察機関

避難支援者3
避難の支援

活動の支援

支援の概要

　毎年5月に大凧あげ祭りが行われる江戸川河川
敷近くの宝珠花神社には、高さ約10メートルの「富
士塚」（浅

せんげんやま

間山）がそびえています。
　富士塚は富士山に見立てた小さな塚で、富士山
まで行かなくても登山ができるようにしたもので
す。江戸時代に、関東地方の村や町では富士信仰
が盛んになり、集団でお金を出し合って富士登山
を行う富士講が各地でつくられました。富士塚は
富士講の人々によって築かれたもので、市内には
多くの富士塚が現存しています。

　右の写真は、宝珠花神社にある富士塚の移転工
事の風景です。宝珠花神社は、かつて神社ごと移
転した歴史があります。庄和地域を流れる江戸川
は、昭和22年（1947年）に発生したカスリーン台
風の被害を受けて、大規模な堤防の拡張工事が実
施されました。宝珠花神社もこの工事に伴い、昭
和28年（1953年）に神社ごと現在の地に移り、同
じ時期に富士塚も移転しました。これほど大きな
富士塚が塚ごと移る例は大変珍しく、宝珠花に住
む人々にとって、この富士塚がいかに大切にされ
てきたかが分かります。
　富士塚には、富士山にちなみ高さを示す合

ごうめいし

目石
を兼ねた石灯籠の他、頂上には「万

まんえん

延元年」（1860
年）と刻まれた「浅間大神」が祀

まつ

られています。

　最初に富士塚を築いた人たち、そしてそれを守
り受け継いできた人たちに想いをはせつつ、春日
部で富士登山を体験してみてはいかがでしょうか。

�問文化財課（�TEL048-739-6811）

▲宝珠花神社の浅間山工事（郷土資料館寄託資料）

　こどもの育ちを応援し、子育て家庭の多様な働
き方やライフスタイルに関わらない支援を行うため、
保護者の就労状況に関わらず利用できる新たな通
園給付です。

 対象 
　保育所などに通っていない
0歳6カ月～3歳未満※の児童　
※3歳になる誕生日の前々日まで

 実施期間・利用料金など 
　施設により異なりますので、
直接、各施設にお問い合わせく
ださい。

詳しくは▶
4月から が始まります

�問 保育課
　（ TEL 048 - 736-1139）

 実施予定施設 
➊申請書を記入して市または利用施設に提出
　　　
➋市から申請内容の審査結果（利用の可否）が
　通知される
　　　
➌（利用可の場合）利用を
　希望する施設で
　施設側と面談
　　　
➍利用を希望する日時を予約
　　　
➎予約した日時に施設を利用
※�利用の流れは利用する施設、形態、自治体によっ
て異なります

主な利用の流れ

施設名 電話番号
（市外局番048）

認定こども園 ふたば TEL 734-3873

認定こども園 春日部幼稚園 TEL 754-5401

認定こども園 
とよはるこども学園 TEL 754-0200

内牧幼稚園 TEL 761-6715

桃園幼稚園 TEL 761-6161

真由美幼稚園 TEL 754-2484

武里白百合幼稚園 TEL 735-0058


